
■平成29年度～令和４年度　児童生徒に対するわいせつ行為による懲戒処分一覧(公立学校分)　　

№ 処分年月日 種　別 職名 処分 内　　　　容

1 H30.11.30
わいせつ
（盗撮）

県立高校
教諭

免職
　当該教諭は、島根県内のホテルにおいて、10代女性が宿泊
する室内のコンセントにアダプター型の小型カメラを設置
し、その着替えの様子を盗撮した。

2 R1.6.12
わいせつ
（盗撮）

小学校
教諭

免職
　当該教諭は、女子更衣室として使用していた教室内に本人
所有のスマートフォンを設置し、女子児童の着替えの様子を
盗撮した。

3 R2.3.9 わいせつ
小学校
教諭

免職
当該教諭は、平成31年１月頃から同年３月頃までの間、島

根県東部において、女児が13歳未満であることを知りなが
ら、わいせつな行為を行った。

4 R4.9.1
わいせつ
（盗撮）

小学校
教諭

免職

　当該教諭は、松江市内の商業店舗内において10歳代女性の
スカートの中にスマートフォンを差し入れて撮影を行った。
　また、勤務校の教室において、児童の着替えの様子をス
マートフォンで盗撮していた事実が判明した。

5 R4.12.26 わいせつ
県立高校

教諭
免職

　当該教諭は、当時 18 歳未満であった女性のわいせつ画像
を、自身のスマートフォンに保存していた。また、本件事案
とは別途校内で性的な行為をしていたことを認めた。
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